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国
内
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入
し
、
国
民

年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

３
つ
の
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）

１　

老
後
を
支
え
る
老
齢
基
礎
年
金

２　

病
気
や
け
が
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た

と
き
に
支
え
る
障
害
基
礎
年
金

３　

加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
子
の
あ

る
配
偶
者
、
子
を
支
え
る
遺
族
基
礎
年
金

世
代
と
世
代
の
支
え
合
い

　

公
的
年
金
制
度
は
、
現
役
世
代
が
納
め
る

保
険
料
で
高
齢
者
の
人
た
ち
の
年
金
を
負
担

す
る
と
い
う
「
世
代
と
世
代
の
支
え
合
い
」

が
基
本
で
す
。

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

　

収
入
な
ど
が
な
く
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
な
場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」（
学

生
の
み
）、「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」（
30

歳
未
満
）
な
ど
の
保
険
料
納
付
猶
予
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
１
年
間
定
額
で
（
平

成
25
年
度
は
月
１
万
５
０
４
０
円
）、
安
く

な
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

実
は
、
納
付
方
法
を
変
え
る
だ
け
で
、
保

険
料
が
割
引
に
な
り
ま
す
。

①
口
座
振
替
早
割

　

例
え
ば
12
月
分
の
保
険
料
を
１
月
末
ま
で

に
納
め
る
と
い
う
ふ
う
に
、
国
民
年
金
保
険

料
は
翌
月
末
ま
で
に
納
め
る
の
が
基
本
で
す
。

　

し
か
し
、
12
月
分
の
保
険
料
を
12
月
末
に

口
座
振
替
で
納
め
る
だ
け
で
、
50
円
の
割
引

に
な
り
ま
す
。
１
年
間
で
６
０
０
円
の
割
引

に
な
り
ま
す
。

②
前
納
１
年
分
（
現
金
）

　

納
付
書
で
１
年
分
（
４
月
～
翌
年
３
月
）

の
保
険
料
を
前
納
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

前
納
の
申
込
み
を
し
た
後
に
送
ら
れ
て
く
る

専
用
の
納
付
書
で
納
め
る
と
、
３
２
０
０
円

割
引
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
６
か
月
分
の
前
納
も
で
き
、
そ
の

場
合
は
７
３
０
円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

③
前
納
１
年
分
（
口
座
）

　

口
座
振
替
で
１
年
分
の
保
険
料
を
前
納
す

る
と
、
３
７
８
０
円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

　

６
か
月
分
前
納
の
場
合
は
１
０
３
０
円
割

引
に
な
り
ま
す
。

※
た
だ
し
、
割
引
額
は
平
成
25
年
度
の
場
合

で
す
。
平
成
26
年
度
の
割
引
額
は
保
険
料

で
増
減
し
ま
す
。

２
年
前
納
が
今
年
か
ら
始
ま
り
ま
す

　

さ
ら
に
平
成
26
年
４
月
か
ら
、
２
年
分
の

保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
め
る
２
年
前
納
が

始
ま
り
ま
す
。

　

毎
月
納
付
す
る
場
合
よ
り
も
２
年
間
で

１
万
４
０
０
０
円
程
度
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.nenkin.go.jp/ 

２
月
末
ま
で
に
お
申
し
込
み
を
！

　

口
座
振
替
に
よ
る
６
か
月
前
納
（
４
～
９

月
）、
１
年
前
納
、
２
年
前
納
の
申
込
み
は

２
月
末
ま
で
で
す
。

▼
申
込
み
場
所

・
住
民
課　

年
金
係

・
東
福
岡
年
金
事
務
所

・
預
貯
金
口
座
を
お
持
ち
の
金
融
機
関

※
現
金
（
納
付
書
）
で
の
前
納
は
、
東
福
岡

年
金
事
務
所
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
も
の

　

銀
行
の
お
届
け
印
、
通
帳
、
年
金
手
帳

▼
問
合
せ
先

　

住
民
課　

年
金
係

　

☎
９
３
２

・

１
４
６
７（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

☎
９
３
２

・

１
１
５
１
（
内
線
１
１
５
）

　

東
福
岡
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　

☎
６
５
１

・
７
１
２
９

～
新
成
人
の
み
な
さ
ん

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
～

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
な
ら

前
納
割
引
制
度
が
お
得
で
す
！

平成 25 年度の割引額

６か月前納 ６か月前納
×２回 １年前納

①口座振替早割 － 300 円 － 600 円 － 600 円

②現金前納 － 730 円 － 1,460 円 － 3,200 円

③口座振替前納 － 1,030 円 － 2,060 円 － 3,780 円

《
対
象
者
》

《
会
場
お
よ
び
日
程
》

○所得を証明するもの
・源泉徴収票や支払調書
・給与や年金以外の人は帳簿や経費を証明する書類、

領収書、減価償却の計算書
○控除を証明するもの
・生命保険や地震保険の控除証明書
・国民健康保険や国民年金の領収書
・医療費控除の人は医療費の領収書など（領収書の集

計は事前に行なって下さい）
・住宅借入金など特別控除の人は必要書類
・寄付金控除の人は寄付金の領収書など
・身体障害者の人は身体障害者手帳
・災害などに関連する支出がある場合、その領収書な

ど

○その他
・印鑑（所得税が発生する人で口座振替を希望する人

は口座印）
・所得税の還付申告の人は、本人名義の預金口座番号

控

※上記以外の期間および譲渡・贈与については香椎税務署で申告して
ください
※宇美町役場および志免町役場の受付時間は、各役場に確認してくだ
さい。

所 得 税 の 申 告町県民税の申告

▼営業・不動産など
収支内訳書を添付
して申告をする人

▼町県民税の申告用
紙が送付された人

▼所得がなくても国
民健康保険に加入
している人

▼所得がなくても所
得証明が必要な人

須恵町役場特設会場
　２月 17 日㈪
　　～３月 17 日㈪

▼給与や年金がある
人

▼一時所得などがあ
る人

須恵町役場特設会場
　２月 24 日㈪
　　～２月 25 日㈫
宇美町役場
　２月 20 日㈭
　　～２月 21 日㈮
志免町役場
　２月 27 日㈭
　　～２月 28 日㈮

還付申告センター
（志免町シーメイト）
　１月 22 日㈬
　　～１月 23 日㈭
　９時 30 分
　　～ 11 時 30 分
　13 時～ 15 時

須恵町役場特設会場
　２月 17 日㈪
　　～３月 17 日㈪

▼住宅借入金など特
別控除を受ける人

▼還付申告をする人

須恵町役場特設会場
　２月17日～２月28日　１階保健センター
　３月３日～３月17日　３階大会議室
　９時 30 分～ 11 時、13 時～ 15 時
　土日を除く

所得税確定申告と
　町県民税申告の
　　相談窓口を開設します

会場と日程を確認してください。

申告に必要なもの

▼問合せ先
　税　務　課　☎ 932-1495（ダイヤルイン）
　　　　　　　☎ 932-1151（代表）
　香椎税務署　☎ 661-1031　

※志免町シーメイトへのお問合せはご遠慮く
ださい。

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ




